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納税の義務と租税法律主義

【日本国憲法】

第30条　国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

第83条【財政処理の基本原則】
　　　　国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第84条【課税】
　　　　あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。

国　民

国　会 内　閣

選挙選挙 納税納税
公共施設・
公共サービス
公共施設・
公共サービス

議　決

予算案 /税に関する法律案

選挙などを通じて政治に参加することが民主主義なんだね。

【コラム】福澤諭吉と税

２．なぜ、税を納めなければならないのだろう？２．なぜ、税を納めなければならないのだろう？

税に関する法律（税負担の方法）と税の使い道（予算）は、国民の代
表者である議員が国会（地方の場合は地方議会）で決めています。

福澤諭吉さんは税金を
このように表現したのね。
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 「政府は法令を設けて悪人を制し善人を保護す。これ即ち政府の商売なり。
この商売をなすには莫大な費

ついえ

なれども、政府に米もなく金もなきゆえ、百姓町人より年
ねん

貢
ぐ

運
うん

上
じょう

を出
いだ

して
政府の勝手方を賄

まかな

わんと、双方一致の上、相談を取極めたり。
これ即ち政府と人民の約束なり。」
【訳】
「政府は法令を設けて悪人を取り締まり、善人を保護する（人々の生活や安全を守る）。しかし、それを行うには多くの費用
が必要になるが、政府自体にはそのお金がないので、税金としてみんなに負担してもらう。これは政府と国民双方が一致し
た約束である。」　　 資料提供：福澤諭吉旧邸・福澤諭吉記念館

　1872年に福澤諭吉が発表した『学問のすすめ』の中に、
税金とは国民と国との約束であると述べられています。

『学問のすすめ』より
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どのような税金があるのだろう？

みんなの納得する
公平感は、一つの
税では達成できま
せん。

そこで…
いろいろな税を組み合わせることに
よって、より公平に税を集められるよ
うに工夫されています。

税の公平性

国民主権の下で「納税の義務」を果たしてもらうためには、

国民の 公平感（納得感） が必要です。

公平の原則

「水平的公平」
　経済力が同等の人に等しい
負担を求める
・例えば…消費税
物やサービスの消費に対して課税
特定の人に負担が集中せず税
収が安定

「垂直的公平」
　経済力のある人により大
きな負担を求める
・例えば…所得税
所得（利益）に応じて課税
所得大⇒負担大（累進課税制度）
主に働く世代が負担

「世代間の公平」
　現代の世代だけでなく、
将来の世代の負担も考慮し、
すべての世代が安心できる
・例えば… 子育て
 医療・介護
 年金

一言で公平といっても、様々な指標があり、

人それぞれの置かれている環境によっても

捉え方は変わってきます。

税 は「 社 会 の 会 費 の よ う な も の 」 と 言 え ま す 。
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　　年　　組

税金クイズ

税は、いつの時代からあったで
しょうか？

編集・発行 
大阪府租税教育推進連絡協議会
　〒540-8557　大阪市中央区大手前1-5-63 大阪合同庁舎第３号館　東税務署内
　電話　06-6942-1101（代）

※掲載画像は令和6年5月現在のものです。

大阪府租税教育推進連絡協議会は、大阪府内の教育委員会や小学校・中学校・高等学校の教育関係者と、国・府・
市町村の税務関係者が協力して、租税教育の推進を図るために設けられた組織です。

国税庁ホームページ「税の学習コーナー」には、
クイズやゲームもあるので、挑戦してみよう！

主な関係省庁ホームページ
❖国　税　庁（https://www.nta.go.jp/）
❖財　務　省（https://www.mof.go.jp/）
❖文部科学省（https://www.mext.go.jp/）
❖大 阪 府 庁（https://www.pref.osaka.lg.jp/）

問33

問44

税務署が徴収した税金の使い道
は、どこで決められるのでしょう
か？

問55税金がかかるものはどれでしょう
か？

①ノーベル賞の賞金　②宝くじの当せん金
③クイズの懸賞金

問22

税金には、いろいろな種類があり
ます。日本で適用されている税金
は全部で何種類あるでしょうか？

①約25種類　②約50種類　③約1,500種類

問11

①弥生時代 ②飛鳥時代 ③鎌倉時代

①税務署 ②内閣 ③国会

世界で実際にあった税はどれで
しょうか？問66

①めだか税 ②かえる税 ③へび税

昔、イギリスでトランプに税金がか
けられていたとき、税金を納めた証
明をトランプに表示していました。
いったいどのマークでしょうか？

①ジョーカー　②♠のエース　③♥のキング

クイズの答え
問１②　 問２③　 問３①　 問４②　 問５③　 問６②
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